
令和７年６月３日 

保護者 様

岡山県立笠岡商業高等学校長

 

高校生等教育給付金（新入生に対する一部早期給付）のご案内 

 

岡山県では、国の「高等学校等修学支援事業費補助金（奨学のための給付金）」事業を活用し、全ての意志あ

る高校生等が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽減するため、低所得者世帯（非課税

世帯等）に対し返還不要の給付金年額の４分の１を早期に支給します。 

新入生のうち一部早期給付を希望される場合は、下記のとおり必要書類をご提出ください。 

 
次表の対象世帯区分①、②のうち、該当する書類をご提出ください。 

 
 
 

対象世帯区分 
 

 

 

保護者等が岡山県内に住所を有し、 

高等学校等に在学する高校生等がいる世帯のうち 

 

対象世帯区分① 

 

生活保護受給世帯 

(令和７年４月１日現在で生業扶助を受給している世帯) 

 

対象世帯区分② 

 

保護者等の道府県民税・市町村民税所得

割額が非課税である世帯 

 

給付金額（年額） ３２，３００円 １４３，７００円 

一部早期給付額 ８，０７５円 ３５，９２５円 

 

 

提出書類 

 

 

1 申請書(※１) 

2 生業扶助受給証明書（様式２） 

3 口座振替申出書兼委任状（様式５） 

1 申請書(※１) 

2 口座振替申出書兼委任状（様式５） 

3 個人番号カード(写)貼付台紙(※２) 

提出期限 令和７年６月１１日（水）必着 

提出方法 同封の茶色の封筒に入れて、事務室へ提出 

※令和７年４月１日現在の状況により支給が決定されます。 

※支給年額の残額部分については、９月以降再度申請が必要です。お急ぎでない場合は、９月頃に学校

から案内のある通常の申請を行ってください。 

※税額等の確認は、高等学校等就学支援金の申請の際に提出された個人番号を基に岡山県が行うため、 

原則として、課税証明書等の提出は不要です。 

※「高校生等」とは、平成２６年４月１日以降に入学した者を指します。 

(※１)申請書とは、高校生等教育給付金受給申請書(様式１)のことをいいます。 

(※２)個人番号カード(写)貼付台紙は、高等学校等就学支援金のオンライン申請で個人番号を提出され

ていない場合に提出が必要です。 

 

 

  
   お問い合わせは笠岡商業高校事務室まで   0865-62-5245 


